
   諫 早 市 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告 掲 載 に 関 す る 事 務 取 扱 基 準  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は 、 諫 早 市 広 告 掲 載 事 務 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ９ 年 ５

月 １ ７ 日 施 行 。以 下「 要 綱 」と い う 。）の 規 定 に 基 づ き 、諫 早 市 ホ

ー ム ペ ー ジ へ の 広 告 掲 載 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 掲 載 し な い 広 告 の 範 囲 ）  

第 ２ 条  掲 載 し な い 広 告 の 範 囲 は 要 綱 第 ３ 条 の 規 定 に よ る も の と し 、

掲 載 す る 広 告 と し て 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る も の は 次 の と お り

と す る 。  

(1)  あ た か も 諫 早 市 が 推 奨 し て い る と 誤 解 さ れ る お そ れ が あ る

広 告  

(2) ホ ー ム ペ ー ジ の 調 和 を 損 な う と 認 め ら れ る 広 告  

(3)  不 当 景 品 類 及 び 不 当 表 示 防 止 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ３ ４

号 ）、 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ １ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）、 医

薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 １ ４ ５ 号 ） そ の 他 関 係 法 令 及 び 業 界 の

公 正 競 争 規 約 等 の 各 種 規 制 に 抵 触 す る と 認 め ら れ る 広 告  

(4) 青 少 年 の 健 全 育 成 に 影 響 を 与 え る 広 告  

(5) 個 人 、 団 体 等 の 意 見 広 告 及 び 名 刺 広 告 に 該 当 す る 広 告  

(6) 出 資 者 及 び 出 資 金 の 募 集 広 告  

(7) 人 権 を 害 す る お そ れ が あ る 広 告  

(8) 広 告 主 の 代 表 者 等 の 写 真 を 含 む 広 告  

(9) 社 会 問 題 を 起 こ し て い る 業 種 又 は 業 者 に 係 る 広 告  

(10) 行 政 機 関 か ら 指 名 停 止 又 は 許 可 取 消 し 等 の 行 政 処 分 や 指 導

等 を 受 け て い る 業 者 に 係 る 広 告  

(11) 市 民 税 等 を 滞 納 し て い る 業 者 に 係 る 広 告  

(12) 求 人 の 広 告  

(13) そ の 他 市 長 が ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 を 不 適 当 と 認 め る 広 告  

 （ 広 告 内 容 の 制 限 ）  

第 ３ 条  バ ナ ー 広 告 及 び リ ン ク 先 ホ ー ム ペ ー ジ は 、 次 の 各 号 の い ず



れ に も 適 合 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) リ ン ク 先 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 、広 告 の 対 象 と な っ て い る

製 品 ・ サ ー ビ ス 等 に 関 す る 情 報 を 、 諫 早 市 が 奨 励 し て い る と の

誤 解 を 与 え る 表 現 を し な い こ と 。  

(2) リ ン ク 先 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 、広 告 主 の 名 称 及 び 所 在 地

を 明 示 す る こ と 。  

(3) 広 告 方 法 等 が 、業 種 、業 態 等 に 応 じ て 、個 別 の 法 令 等 に よ り

規 定 さ れ て い る 場 合 は 、 当 該 法 令 に 従 っ た も の で あ る こ と 。  

 （ 広 告 の 募 集 方 法 ）  

第 ４ 条  諫 早 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 広 告 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ 広 告

掲 載 に 関 す る 業 務 委 託 契 約 を 締 結 し て い る 広 告 代 理 店 （ 以 下 「 広

告 代 理 店 」 と い う 。） を 通 じ て 募 集 す る 。  

 （ 広 告 の 掲 載 手 続 ）  

第 ５ 条  諫 早 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 広 告 を 掲 載 し よ う と す る 広 告 主 は 、

広 告 代 理 店 を 通 じ て 、 掲 載 し よ う と す る 広 告 の 原 稿 及 び 関 係 資 料

を 、 諫 早 市 総 務 部 秘 書 広 報 課 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  広 告 掲 載 の 可 否 に つ い て は 、 広 告 代 理 店 を 通 じ て 、 広 告 主 へ 通

知 す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ６ 条  こ の 基 準 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は 、 平 成 １ ９ 年 ５ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 基 準 は 、 平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


